
 

山口県警察本部告示第１９号  

   

（設置） 

第１条 地域住民の生活の安全に資する活動を推進するため、地域安全センターを

設置する。 

（名称及び所在地） 

 第２条 地域安全センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。 

名   称 所 在 地 

岩国駅前地域安全センター 岩国市麻里布町一丁目３番１号 

由宇地域安全センター 岩国市由宇町南二丁目２番１４号 

周防大島地域安全センター 大島郡周防大島町大字久賀５０６６番８ 

（その他） 

 第３条 この規程に定めるもののほか、地域安全センターについて必要な事項は、

別に定める。 

    


